
 

 

 

 

後期高齢者の保険料軽減特例の継続を求める意見書 

 

 ７５歳以上の高齢者が加入する後期高齢者医療制度で、特例と言われる所得

の低い人の保険料軽減特例措置を段階的に廃止していく方針を厚生労働省が打

ち出した。 

 当該措置の廃止は、最大で、低所得者にあっては３倍、元被扶養者にあっては

１０倍の保険料増と大幅な負担となり、被保険者の生活に多大な影響を及ぼす

ことが予想される。 

特例というのは、平成２０年に制度が実施された際に、高齢者の負担増への国

民的な批判に対して、低所得者保険料の７割軽減を最大９割軽減に広げるとし

た保険料軽減措置である。 

そもそも後期高齢者医療制度は、７５歳以上の人口と医療費が増えるほど、保

険料負担にはね返る仕組みになっており、高齢者の生活実態と乖離し、負担能力

を超える制度の弊害が明らかになっている。 

２年ごとの改定のたびに保険料が引き上げられ、保険料の支払いが困難な高

齢者が広がる中で、軽減措置廃止という負担増を求めることは、後期高齢者を取

り巻く環境が極めて厳しい状況になる。 

よって、後期高齢者の保険料軽減特例を継続し、恒久的な制度とすることを強

く求める。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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